
鳥取県環境影響評価条例等の改正案の骨子

平成２５年１月２８日
環 境 立 県 推 進 課

については、その施行を通じて明らかになった課題等に対応するため環境影響評価法
に改正（平成23年４月公布、平成25年4月完全施行）され、併せて、法対象事業とし
て、風力発電所が追加されました（平成24年10月施行 。）
法と一体的に運用している、 及び同条例施行規則について鳥取県環境影響評価条例

も、施行後10年が経過して社会を取巻く状況が変化しており、法改正に加え、状況の変
化に応じた必要な措置を講じる必要があることから改正を行います。

１ 法（政令）改正に伴う条例等の改正
（１）計画段階配慮書の手続の新設

○ 事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業の位置・規模等を選定法
する段階（計画立案段階）において、環境の保全のために配慮すべき事項の改正
検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成・公表することを義務化

【現 行】計画段階配慮書の規定なし条例
改正

条例においても、計画段階配慮書の作成・公表を義務化（条例の【改正案】
全ての対象事業を対象）

（２）事後調査報告書公表の義務化

法 ○ 事業着手後の環境保全措置の実施状況を明らかにすることは、環境影響評
改正 価後の環境配慮の充実に資することから、環境保全措置等の実施状況につい

ての公表等を義務化

条例 【現 行】県の技術指針に基づく事後調査報告書の作成・送付を義務化
改正

事後調査報告書の公表を義務化【改正案】
なお、事後調査を実施しない場合は、準備書及び評価書への理由の
記載を義務化

＊事後調査：事業の工事着手後に当該事業に係る環境影響を把握するために行う調査

（３）風力発電所を対象事業に追加

法 ○ 再生可能エネルギーとして導入が期待される一方、騒音・低周波音や希少
な鳥類の衝突事故等の環境影響が指摘されていることから、風力発電所の設(政令)
置・変更工事の事業を法対象事業に追加（法的関与要件＋規模要件）改正

・対象規模 第１種 １万kW以上 ／ 第２種 7,500kW以上１万kW未満

風力発電所は対象事業外条例 【現 行】
(規則)

条例においても、風力発電所の事業を対象事業に追加（規模要件改正 【改正案】
のみ）
・対象規模 一般地域 1,500kW以上 ／ 特別地域 1,500kW以上

２ 本県独自の検討による条例等の改正（現行条例の見直し）
【改正案】（４）特別地域の見直し

新規 ① 「東郷池水質管理計画に規定する対象地域（東郷池及びその流域 」を特）
追加 別地域（事業の種類によって対象とする地域）に追加

範囲 ② 現特別地域の「湖山池及びその流域」について 「湖山池水質管理計画に、
明確化 規定する対象地域（湖山池、湖山池流域及び湖山川流域 」とし、範囲と根）

拠を明確化

＊特別地域：環境の保全に関して、特に配慮を要する地域

３ 施行日等
（１）平成２５年４月１日施行（予定）
（２）改正後の条例の施行に伴う経過措置を設ける
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環境影響 評価の対象事業及 び規模  

事業の種類 
環境影響評価法 鳥取県環境評価条例 

第一種事業 第二種事業 一般地域 特別地域 

道 路 高速道路 
首都高速道路等 
一般国道 
国道以外の道路  
大規模林道 

すべて 
４車線以上のもの 
４車線、10km以上 

－ 
幅6.5m、20km以上 

－ 
－ 

7.5km以上10km未満 
－ 

幅6.5m、15km以上20km未満 

－ 

－ 

 

４車線、10km以上 

 

－ 

－ 

４車線、7.5ｋm以上 

又は２車線、15km以上 

(農林道も含む) 

河 川 ダム、堰 
湖沼水位調節施設 
放水路 

湛水面積100ha以上 
改変面積100ha以上 
改変面積100ha以上 

75ha以上100ha未満 
75ha以上100ha未満 
75ha以上100ha未満 

湛水面積100ha以上 

改変面積100ha以上 

改変面積100ha以上 

湛水面積 75ha以上 

改変面積 75ha以上 

改変面積 75ha以上 

鉄 道 新幹線 
在来線 

すべて 
10km以上 

－ 
7.5km以上10km未満 

－ 

10km以上 

－ 

7.5km以上 

飛行場 
(滑走路) 

新設 
延長 

2500m以上 
 500m以上 

1875m以上2500m未満 
375m以上 500m未満 

2500m以上 

500m以上 

1875m以上 

 375m以上 

発電所 水力 
火力 
地熱 
原子力 
風力 

出力  3万kw以上 
出力 15万kw以上 
出力  1万kw以上 

すべて 
出力 1万kw以上 

2.25万kw以上 3万kw未満 
11.25万kw以上15万kw未満 
7500kw以上 1万kw未満 

－ 
7500kw以上 1万kw未満 

出力  3万kw以上 

出力 15万kw以上 

出力  1万kw以上 

－ 

出力  1500kw以上 

 2.25万kw以上 

11.25万kw以上 

  7500kw以上 

－ 

1500kw以上 

廃棄物最終処分場 埋立面積30ha以上 25ha以上 30ha未満 埋立面積25ha以上 埋立面積18ha以上 

公有水面埋立及び干拓 ５０ｈａ超 40ha以上 50ha以下 ５０ｈａ超 ４０ｈａ以上 

土地区画整理事業    １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 ７５ｈａ以上 ５０ｈａ以上 

新住宅市街地開発事業 １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 － － 

工業団地造成事業    １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 ７５ｈａ以上 ５０ｈａ以上 

新都市基盤整備事業 １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 － － 

流通業務団地造成事業  １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 ７５ｈａ以上 ５０ｈａ以上 

宅地の造成事業     １００ｈａ以上 75ha以上100ha未満 ７５ｈａ以上 ５０ｈａ以上 

港湾計画 埋立等区域300ha以上 － － － 

廃棄物処理施設 
ごみの焼却   100t /日以上 75t /日以上 

し尿処理   100kl/日以上 75kl/日以上 

工場の新築、増築 
排水 
排ガス 

  1万m3 /日以上 7500m3/日以上 
  4万Nm3/時以上 3万Nm3/時以上 

ゴルフ場又はスキー場   ５０ｈａ以上 ３７.５ｈａ以上 

レジャー施設 
(ゴルフ場、スキー場を除く) 

  
７５ｈａ以上 

（土地改変区域に限る） 

 ５０ｈａ以上 

（土地改変区域に限る） 

岩石等採取事業   ５０ｈａ以上 ３７.５ｈａ以上 

大規模畜産団地造成事業 
(草地造成を含む) 

   ７５ｈａ以上  ５０ｈａ以上 

複合開発事業   明文化 明文化 

注）一般地域：特別地域以外の地域 ／ 特別地域：開発における環境の保全に関して特に配慮すべき地域として定めたもの（国立公園等） 

法対象事業：「法的関与要件」＋「規模要件」、 条例対象事業：「規模要件」のみ ／ 港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象となる 

青字箇所：法（政令）改正、赤字箇所：条例（施行規則）改正案 



【改正案】特 別 地 域

事業の種類 すべての事業に共通の地域 事業の種類によって対象とする地域

・道路（４車線以上の新設・４車線以上の ・自然公園法の規定により指定され ○・小学校、中学校、高等学校、大学、高等
改築） た国立公園又は国定公園 専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、

・鉄道及び軌道 幼稚園
・飛行場 ・鳥取県立自然公園条例の規定によ ・保育所

り指定された特別地域 ・病院及び患者の収容施設を有する診療所
・上記施設の周囲１ｋｍの区域

・鳥取県自然環境保全条例の規定に ○ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住
より指定された県自然環境保全地 居専用地域、第一種中高層住居専用地域
域 及び第二種中高層住居専用地域

・ダム、堰、湖沼水位調節施設及び放水路 ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関 ○ 中海湖沼水質保全指定地域等（※２）
（※３）・公有水面の埋立て及び干拓 する法律の規定により指定された ○ 湖山池流域

○ 【新】東郷池流域（※４）・土地区画整理事業 特別保護地区
・流通業務団地造成事業
・工業用地、住宅用地その他の宅地の造成 ・ハマナス自生南限地帯（※１）

・発電所（水力・火力・地熱） ○ 中海湖沼水質保全指定地域等
・廃棄物焼却施設、し尿処理施設、廃棄物 ○ 湖山池流域

○ 【新】東郷池流域最終処分場
・畜産団地造成事業 ○ 特定水道利水障害の防止のための水道水
・ゴルフ場又はスキー場、その他の運動・ 源水域の保全に関する特別措置法に規定
レジャー施設 する指定水域及び指定地域（※５）

・工場等の設置

・道路（４車線以上の新設・４車線以上の ○ なし
改築を除く）

・ 新】発電所（風力）【
・岩石等採取事業

・条例別表第６号から第１３号までに掲げ ○ 併せて行う事業の種類に応じ、それぞ
る２以上の事業の種類を併せて行う事業 れの事業の対象とする地域

■赤字：改正箇所（※１）昭和５８年文部省告示第９０号
（※２）平成元年総理府告示第５号
（※３ 「湖山池水質管理計画」の対象地域）
（※４ 「東郷池水質管理計画」の対象地域）
（※５）規則で定める指定水域及び指定地域なし（平成２４年８月末現在）


